
■新規制基準の基本的な考え方と主な要求事項

原子力規制委員会資料より作成

緊急時対策所

原子炉から100ｍ以上離れた場所に電源車等を
保管。更なる信頼性向上対策として常設化
（特定重大事故等対処施設）

放射性物質の拡散抑制対策の導入

建屋等の水素爆発防止対策の導入

格納容器の破損防止対策の強化

使用済燃料プールへの注水対策の強化

原子炉への注水・除熱対策の強化

原子炉の減圧対策の強化

原子炉の停止対策の強化

モニタリング・通信システム等の強化

所内電源・電源盤の多重化・分散配置

外部電源の信頼性向上

内部溢水対策の導入

火災対策の強化・徹底

火山・竜巻・森林火災も想定

津波浸水対策の導入

地震・津波の想定手法を見直し

指揮所等の支援機能の確保

原子炉建屋外設備が
破損した場合等への対応

放射性物質の拡散抑制

格納容器の
閉じ込め機能等の維持

炉心損傷の防止

火災・内部溢水・停電などへの
耐久力向上

大規模な自然災害への対応強化

共通原因による
安全機能の
一斉喪失を防止
(シビアアクシ
デントの防止)

（従来の対策は不十分）

万一シビア
アクシデントが

発生しても対処できる
設備・手順の整備

（これまで要求せず）

テロや
航空機衝突への

対応
（これまで要求せず）

共通原因による機能喪失およびシビアアクシデントの進展を防止するための基準を策定

　新規制基準は、原子力発電所で行う具体的な安全対策や安全確保のための機器・装置の仕様は定
めず、安全性を確保するために必要な「性能」を規定して、要求しています。主な要求事項は、大規模
な自然災害への対応強化、火災・内部溢水・停電などへの耐久力向上、炉心損傷の防止などで、これ
らの性能を満たすための対策は、事業者が原子力発電所の特性に応じて選択します。
　たとえば、新規制基準では地震や津波などの大規模な自然災害への対応強化として、「基準津波に
より安全性が損なわれないこと」を要求しています。これに対して事業者では、将来起こりえる最大規
模の津波の大きさや敷地の高さなど発電所ごとの特性を考慮し、必要に応じて防潮堤の設置など津
波防護や浸水防止の強化を進めています。
　このように仕様にはこだわらず、性能を要求することで、新技術の導入など事業者による自律的な
安全対策への取り組みを促しています。

ここが知りたい！新規制基準Ｑ＆Ａ

新規制基準は、原子力発電所で行う安全対策を
定めているの？

Q

新規制基準は、必要な「性能」を規定して、要求するものです。
それぞれの原子力発電所での対策は、各事業者が選択します。

Ａ
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